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申込先着順売払要領 

 

１ 総則 

  保留地予定地の売却は、竹原都市計画事業新開土地区画整理事業に係る保留地

の処分に関する規則（平成１６年９月２８日規則第２７号）のほか、この「申込

先着順保留地売払実施要領」に基づき執行するものとし、本要領の内容について

承諾のうえ、申込してください。 

 

２ 売却手続の概要 

 ⑴ 買受申込書の提出 

   保留地の購入を希望する者は、「保留地買受申込書（様式第６号）」及び必要

な添付書類を添えて、提出します。 

 ⑵ 買受人の決定 

   上記により提出を受けた書類等を基に審査を行った上で、申込資格「有」と

認めた方のうち、最も早く申込をされた方を買受人として決定し、「保留地売買

決定通知書」を交付します。 

   郵送による申込の場合にあって、持参人より先着し、かつ、郵送による申込

が複数あったときは、当該郵送による申込者の中から、後日、抽選により買受

人を決定します。 

 ⑶ 売買契約の締結 

   買受人は、竹原市が通知する「保留地売買決定通知書」に記載された日（保

留地売買決定通知を受けた日から６０日以内）までに、竹原市と売買契約を締

結しなければなりません。 

    ※契約書に貼付する収入印紙は、買受人の負担とします。 

 ⑷ 売買代金の納付 

   買受人は、売買契約締結の日までに竹原市が発行する納入通知書により、売

買代金を一括納付していただきます。 

 ⑸ 保留地の引渡し 

   保留地は、売買代金全額の納付完了により、「保留地引渡通知書」を交付し、

これをもって現状有姿により保留地の引渡しがあったものとし、買受者が使用

収益権を取得します。 

 ⑹ 登記 

   土地区画整理法第１０３条第４項の規定による換地処分の公告の翌日に、所

有権を移転することとなり、竹原市が嘱託により登記します。 

 

 


